
告 示 (第684号－第692号)

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) １

○基本測量の終了 (県土整備総務課) １

○基本測量の終了 (県土整備総務課) １

○基本測量の実施 (県土整備総務課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ２

○福岡県における飼料作物の奨励品種､ 早晩性､ 奨励する地帯及び主

な利用方法 (畜 産 課) ２

○解除に係る保安林の所在場所等 (森林保全課) ３

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ４

○包括外部監査契約の締結 (監査委員事務局総務課) ４

公 告

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (行政経営企画課) ４

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (会計管理局会計課) ４

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) ５

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) ７

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) ９

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) 12

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) 14

監 査 委 員

○監査結果の公表 (監査委員事務局総務課) 16

福岡県告示第684号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

古賀市久保字若ノ浦1267－１､ 1267－５､ 1268－１､ 1268－３､ 1269－２から1269

－４まで､ 1269－10から1269－12まで､ 1269－14から1269－17まで､ 1274－８､ 1274

－20及び1274－28

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

株式会社ジャパンエナジー 代表取締役社長 松下 功夫

福岡県告示第685号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定により､ 国土交通省国土地理院

長から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により

公示する｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第686号
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目 次

告 示

実 施 地 域 終 了 年 月 日

大牟田市､ 田川郡赤村 平成20年３月24日
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測量法 (昭和24年法律第188号) 第14条第２項の規定により､ 国土交通省国土地理院

長から次のように基本測量を終了した旨の通知があったので､ 同条第３項の規定により

公示する｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

基本測量 (１：25,000地形図修正測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日
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福岡県告示第688号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

筑紫野市大字永岡228－１及び228－２

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市博多区冷泉町10番23号

株式会社アソシア筑紫野 代表取締役 妹尾 英司
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

福岡県全域 平成20年３月24日
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公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第５号の規定に基づ

き, 意見公募手続を実施しないで公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 (平成

６年福岡県規則第24号) の一部改正を行ったので, 次のとおり公示します｡

なお, 関連資料については, 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか, 福岡県総務部行政経営企画課に備え置きます｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

本規則は､ 信託法 (平成18年法律第108号) 及び信託法の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律 (平成18年法律第109号) の制定に伴い､ 所要の規定の整備を行っ

たものですが､ 改正内容が国の機関が意見公募手続を実施した上で改正を行った各省

令の内容と実質的に同一の内容であることから､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第

５号に該当するため､ 同条第１項に定める意見公募手続を実施しないこととしたもの

です｡

２ 規則の公布日

平成20年４月14日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き, 意見公募を実施しないで福岡県財務規則 (昭和39年福岡県規則第23号) の一部改正

を行ったので, 次のとおり公示します｡
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なお, 関連資料については, 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか, 福岡県会計管理局会計課に備え置きます｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見公募手続を実施しなかった理由

政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和24年法律第256号) 第８条第１項の

規定に基づき定められた､ 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件 (昭

和24年12月大蔵省告示第991号) の一部改正により､ 遅延利息の率が ｢3.4パーセント

｣ から ｢3.7パーセント｣ に引き上げられたことに伴い､ 福岡県財務規則第173条第１

項に規定する遅滞損害金の率を改めるものであること､ 及び借地借家法 (平成３年法

律第90号) の改正により事業用定期借地権の存続期間の上限が ｢20年以下｣ から ｢50

年未満｣ に引き上げられたことに伴い､ 福岡県財務規則第225条第１項第２号に規定

する貸付期間について ｢20年｣ を ｢50年未満｣ とし､ 同項第４号から第６号までの規

定の文言を整理するものであることから､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に

該当するため､ 同条第１項に定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 規則の公布日

平成20年３月31日

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 調達内容

� 調達物品の名称及び数量

インクカートリッジ 800本程度

� 調達物品の特質等

入札説明書による｡

� 納入期限

契約締結日から平成21年３月31日までの間

� 納入場所

福岡県警察本部情報管理課及び契約担当者が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約の

一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告示

第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年５月９日現在において､ 次の条件を満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

� 下記のいずれかの条件を満たすこと｡

ア 福岡県内に本店を有する事業者であること｡

イ 福岡県内に支店又は営業所等を有し､ かつ､ 中小企業基本法 (昭和38年法律第
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154号) 第２条第１項に定める中小企業者であること｡

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

電話番号 092－641－4141 内線6675

５ 入札参加申請書の提出

� 入札に参加しようとする者は､ ｢入札参加申請書｣ を提出すること｡

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出期間

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月１日 (木) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 提出方法

直接または郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期間内必着) で行う｡

６ 入札参加の確認結果の通知

５の入札参加申請書を提出した者については､ ｢入札参加確認通知書｣ により入札

参加の可否について通知を行うものとする｡

７ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡

８ 入札説明書の交付

� 期間等

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月１日 (木) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

９ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

10 入札書の提出場所及び受領期限

� 提出場所

４の部局とする｡

� 受領期限

平成20年５月９日 (金) 午後６時00分

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 受領期

限内必着) で行う｡

11 開札の場所及び日時

� 場所

福岡県警察本部入札室 (地下１階)

� 日時

平成20年５月12日 (月) 午前10時00分

12 落札者がない場合の措置

開札をした場合において落札者がないときは､ 地方自治法施行令第167条の８第３

項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､ 入札者又はそ

の代理人の すべてが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で､ 郵送入札を含

む場合にあっては別に定める日時及び場所において行う｡

13 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積金額の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約金額の100分の10以上を保険金額
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とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

14 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 12により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が13の�に規定する金額に達しない入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

15 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

16 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たって知り得た個人情報､ 事業者の情報その他県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 調達内容

� 調達物品の名称及び数量

男女警察官用警備靴 700足程度

� 調達物品の特質等

入札説明書による｡

� 納入期限

契約締結日から平成21年３月31日までの間

� 納入場所

福岡県警察本部総務部装備課が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年５月８日現在において､ 次の条件を満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者
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� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の生産又は販売実績を有する

こと｡

� 納入する物品の検査を行う設備を日本国内に有しており､ 契約担当者の求めによ

り､ 当県職員の立会いの下に検査に応じられること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 納入する物品に必要とする生地の供給を受けられること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いない者又は民事再生法 (平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立て

がなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

電話番号 092－641－4141 内線6675

５ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡

６ 入札説明書の交付

� 期間等

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月８日 (木) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

７ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

８ 入札書の提出場所及び受領期限

� 提出場所

４の部局とする｡

� 受領期限

平成20年５月８日 (木) 午後６時00分

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 受領期

限内必着) で行う｡

９ 開札の場所及び日時

� 場所

４の部局が指定する場所

� 日時

平成20年５月９日 (金) 午前10時00分

10 落札者がない場合の措置

開札をした場合において落札者がないときは､ 地方自治法施行令第167条の８第３

項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､ 入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で､ 郵送入札を含む

場合にあっては別に定める日時及び場所において行う｡

11 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積単価 (各調達物品１足当たりの単価) に各調達物品の発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する

こと｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (各見積単価に各発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の５以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出す

る場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を
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提出する場合

� 契約保証金

契約単価 (各調達物品１足当たりの単価) に各調達物品の発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する

こと｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (各契約単価に各発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出す

る場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

12 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 10により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が11の�に規定する金額に達しない入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

13 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

14 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たって知り得た個人情報､ 事業者の情報その他県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 調達内容

� 調達物品の名称及び数量

男女警察官用白手袋 8,000双程度

� 調達物品の特質等

入札説明書による｡

� 納入期限

契約締結日から平成21年３月31日までの間

� 納入場所

福岡県警察本部総務部装備課が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )
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平成20年５月８日現在において､ 次の条件を満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の生産又は販売実績を有する

こと｡

� 納入する物品の検査を行う設備を日本国内に有しており､ 契約担当者の求めによ

り､ 当県職員の立会いの下に検査に応じられること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 納入する物品に必要とする生地の供給を受けられること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いない者又は民事再生法 (平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立て

がなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

(9) 下記のいずれかの条件を満たすこと｡

ア 福岡県内に本店を有する事業者であること｡

イ 福岡県内に支店又は営業所等を有し､ かつ､ 中小企業基本法 (昭和38年法律第

154号) 第２条第１項に定める中小企業者であること｡

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

電話番号 092－641－4141 内線6675

５ 入札参加申請書の提出

� 入札に参加しようとする者は､ ｢入札参加申請書｣ を提出すること｡

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出期間

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月１日 (木) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 提出方法

直接または郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期間内必着) で行う｡

６ 入札参加の確認結果の通知

５の入札参加申請書を提出した者については､ ｢入札参加確認通知書｣ により入札

参加の可否について通知を行うものとする｡

７ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡

８ 入札説明書の交付

� 期間等

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月１日 (木) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

９ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

10 入札書の提出場所及び受領期限

� 提出場所

４の部局とする｡

� 受領期限

平成20年５月８日 (木) 午後６時00分

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 受領期
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限内必着) で行う｡

11 開札の場所及び日時

� 場所

４の部局が指定する場所

� 日時

平成20年５月９日 (金) 午前10時30分

12 落札者がない場合の措置

開札をした場合において落札者がないときは､ 地方自治法施行令第167条の８第３

項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､ 入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で､ 郵送入札を含む

場合にあっては別に定める日時及び場所において行う｡

13 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積単価 (調達物品１双当たりの単価) に調達物品の発注予定数を乗じた金額の

合計の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること｡

ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積単価に発注予定数を乗じた金額の

合計の100分の５以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出する場

合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約単価 (調達物品１双当たりの単価) に調達物品の発注予定数を乗じた金額の

合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること｡

ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約単価に発注予定数を乗じた金額の

合計の100分の10以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出する場

合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

14 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 12により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が13の(1) に規定する金額に達しない入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

15 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

16 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たって知り得た個人情報､ 事業者の情報その他県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡
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公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 調達内容 (１件)

� 調達物品の名称及び数量

男女警察官用背広服 200着程度

� 調達物品の特質等

入札説明書による｡

� 納入期限

契約締結日から平成21年３月31日までの間

� 納入場所

福岡県警察本部総務部装備課が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年５月13日現在において､ 次の条件を満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の生産又は販売実績を有する

こと｡

� 納入する物品の検査を行う設備を日本国内に有しており､ 契約担当者の求めによ

り､ 当県職員の立会いの下に検査に応じられること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 納入する物品に必要とする生地の供給を受けられること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

	 下記のいずれかの条件を満たすこと｡

ア 福岡県内に本店を有する事業者であること｡

イ 福岡県内に支店又は営業所等を有し､ かつ､ 中小企業基本法 (昭和38年法律第

154号) 第２条第１項に定める中小企業者であること｡

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

電話番号 092－641－4141 内線6675

５ 入札参加申請書の提出

� 入札に参加しようとする者は､ ｢入札参加申請書｣ を提出すること｡

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出期間

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月７日 (水) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 提出方法

直接または郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期間内必着) で行う｡

６ 入札参加の確認結果の通知
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５の入札参加申請書を提出した者については､ ｢入札参加確認通知書｣ により入札

参加の可否について通知を行うものとする｡

７ 入札説明書の交付

� 期間等

平成20年４月23日 (水) から平成20年５月７日 (水) までの県の休日を除く毎日

､ 午前９時00分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

８ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

９ 入札書の提出場所及び受領期限

� 提出場所

４の部局とする｡

� 受領期限

平成20年５月13日 (火) 午後６時00分

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 受領期

限内必着) で行う｡

10 開札の場所及び日時

� 場所

４の部局が指定する場所

� 日時

平成20年５月14日 (水) 午前10時00分

11 落札者がない場合の措置

開札をした場合において落札者がないときは､ 地方自治法施行令第167条の８第３

項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､ 入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちにその場で､ 郵送入札を含む

場合にあっては別に定める日時及び場所において行う｡

12 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積単価 (各調達物品１着当たりの単価) に各調達物品の発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する

こと｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (各見積単価に各発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の５以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出す

る場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約単価 (各調達物品１着当たりの単価) に各調達物品の発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する

こと｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (各契約単価に各発注予定数を乗じた金

額の合計の100分の10以上を保険金額とするもの) を締結し､ その証書を提出す

る場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

13 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 11により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札
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� 入札保証金が12の�に規定する金額に達しない入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

14 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

15 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たり知り得た個人情報､ 事業者の情報その他の県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成20年４月23日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 競争入札に付する事項

� 契約事項の名称

ア 放置駐車違反処理システム賃貸借契約 (契約番号①)

イ 放置駐車違反管理システムサーバ機器等賃貸借契約 (契約番号②)

� 契約内容及び特質等

入札説明書による｡

� 賃貸借期間

平成20年６月１日から平成23年２月28日までの間

� 納入場所

福岡県警察本部交通部駐車対策課が指定する場所

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう｡ 以下同じ｡ )

平成20年５月８日現在において､ 次の条件を全て満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者｡

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の実績を有すること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者｡

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部総務部会計課

電話番号 092－641－4141 内線6676

５ 契約条項を示す場所
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４の部局とする｡

６ 入札説明書の交付

� 平成20年４月23日 (水) から平成20年５月７日 (水) までの福岡県の休日を定め

る条例 (平成元年福岡県条例第23号) 第１条第１項に規定する県の休日 (以下 ｢県

の休日｣ という｡ ) を除く毎日､ 午前９時30分から午後６時00分まで

� 場所

４の部局とする｡

７ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

８ 入札書の提出期限及び提出場所

� 提出期限

平成20年５月８日 (木) 午後６時00分

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期

限内必着) で行う｡

９ 開札の日時及び場所

� 日付

平成20年５月９日 (金)

� 時間

ア 契約番号① 午前10時00分

イ 契約番号② 午前10時20分

� 場所

〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部入札室 (地下１階北側)

� その他

開札は､ 入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする｡ この場合におい

て､ 入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは､ 当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う｡

10 予定価格を下回る入札がない場合の措置

開札をした場合において予定価格を下回る入札がないときは､ 地方自治法施行令第

167条の８第３項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､

入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で､ そ

れ以外の場合にあっては別に定める日時､ 場所において行う｡

11 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積金額の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

12 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 10により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札
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� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が受領期限までに納付されず､ 又は11の�に規定する金額に達しない

入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者

がした入札

13 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

14 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たり知り得た個人情報､ 事業者の情報その他の県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

監査公表第１号

平成19年５月23日付けで公表した ｢福岡県が出資している団体のうち､ 以下の６団体

の経営状況について (貸付金および公の施設の管理委託料を中心として) (財団法人福

岡県地域福祉財団､ 福岡県土地開発公社､ 福岡県住宅供給公社､ 財団法人福岡県下水道

公社､ 財団法人福岡県教育文化奨学財団､ 財団法人福岡県スポーツ振興公社) ｣ に関す

る包括外部監査の結果に基づき講じた措置について知事より通知があったので､ 地方自

治法 (昭和22年法律第67号) 第252条の38第６項の規定により､ 次のとおり公表する｡

平成20年４月23日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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19
人
第
1
4
7
5
号

平
成
19
年
３
月
26
日

福
岡
県
監
査
委
員

工
藤
壽
文
様

同
進
谷
庸
助
様

同
伊
藤
龍
峰
様

同
森
田
俊
介
様

福
岡
県
知
事

麻
生

渡

平
成
18
年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
(通
知
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
第
25
2条
の
38
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
､
別
紙
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
｡

福
岡
県
が
出
資
し
て
い
る
団
体
の
う
ち
､
以
下
の
６
団
体
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
(貸
付
金
お
よ
び
公
の
施
設
の
管
理
委
託
料
を
中
心
と

し
て
)
((
財
)福
岡
県
地
域
福
祉
財
団
､
福
岡
県
土
地
開
発
公
社
､
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
､
(財
)福
岡
県
下
水
道
公
社
､
(財
)福
岡
県
教
育

文
化
奨
学
財
団
､
(財
)福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社
)

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

１
(財
)福
岡
県
地
域
福
祉
財
団

施
設
管
理
事
業

①
福
岡
県
と
の
｢福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
及

び
運
営
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約
書
｣
別
紙
の
委
託
業
務
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
業
務
(三
財
団
の
管
理
部
門
の
事
務
)

が
実
質
的
に
県
が
支
払
う
施
設
管
理
業
務
委
託
料
に
含
ま
れ

て
い
る
｡

委
託
業
務
の
内
容
は
契
約
に
よ
り
予
め
決
め
て
お
く
べ
き

も
の
で
あ
り
､
契
約
に
規
定
し
て
い
な
い
業
務
に
対
す
る
委

託
料
は
支
払
う
べ
き
で
は
な
い
｡
支
払
う
必
要
が
あ
る
な
ら

そ
の
旨
を
明
確
と
し
た
契
約
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
｡

平
成
18
年
度
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
､
施
設
管

理
委
託
業
務
は
指
定
管
理
業
務
と
な
っ
た
｡

こ
れ
ま
で
協
定
書
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
女
性
財
団
及
び

人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
の
管
理
業
務
に
要
す
る
経
費
相
当
額

を
平
成
20
年
度
か
ら
二
財
団
が
当
財
団
へ
支
出
す
る
こ
と
で
協

定
書
に
沿
っ
た
取
り
扱
い
と
し
た
｡

②
当
該
財
団
､
(財
)福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び

(財
)福
岡
県
女
性
財
団
の
｢管
理
部
門
統
合
に
関
す
る
取
決

め
書
｣
に
よ
る
と
､
当
財
団
が
行
っ
た
他
の
二
財
団
の
事
務

処
理
に
要
す
る
経
費
は
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
と
な
っ
て
い
る

が
､
そ
の
精
算
が
財
団
間
で
は
な
さ
れ
ず
､
人
件
費
は
直
接
､

県
と
当
該
財
団
と
の
や
り
と
り
と
な
っ
て
い
る
｡

取
決
め
書
が
実
態
に
合
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
変
更
す
べ
き

で
あ
る
が
､
各
財
団
の
管
理
部
門
の
経
費
が
そ
れ
ぞ
れ
の
計

算
書
類
に
計
上
さ
れ
ず
当
財
団
の
み
に
計
上
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
適
正
な
各
財
団
の
収
支
の
状
況
を
表
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
｡

県
か
ら
の
人
件
費
負
担
は
各
財
団
に
収
入
と
し
て
計
上
し
､

当
財
団
へ
の
負
担
金
と
し
て
支
出
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
｡

こ
れ
ま
で
直
接
､
県
と
当
財
団
と
の
や
り
と
り
と
な
っ
て
い

た
女
性
財
団
及
び
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
の
管
理
業
務
に
要

す
る
経
費
相
当
額
を
平
成
20
年
度
か
ら
県
か
ら
二
財
団
へ
支
出

し
､
二
財
団
が
当
財
団
へ
支
出
す
る
こ
と
で
取
決
め
書
に
沿
っ

た
取
り
扱
い
と
し
た
｡

工
事
未
完
了
分
・
未
着
手
分
の
完
了
処
理

①
３
月
に
未
払
金
と
し
て
計
上
し
て
い
る
修
繕
費
・
委
託
費

に
､
工
事
が
完
了
し
て
い
な
い
の
に
完
了
し
た
と
し
て
処
理

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
工
事
自
体
が
翌
年
度
と
な

る
４
月
以
降
の
も
の
も
あ
っ
た
｡

上
記
の
工
事
は
経
理
上
､
未
払
金
で
計
上
し
て
い
る
が
､

修
繕
工
事
等
が
計
画
的
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
､
年
間
修
繕
計

画
を
策
定
し
､
適
正
な
会
計
処
理
に
努
め
る
｡

ま
た
､
平
成
18
年
度
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
､

管
理
経
費
に
つ
い
て
は
精
算
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
､
平
成
18
年
度
修
繕
工
事
に
つ
い
て
は
年
度
末
ま
で
に
完
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物
品
引
渡
・
役
務
提
供
の
完
了
引
渡
(検
収
)
で
債
務
が
確

定
し
計
上
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

契
約
締
結
の
み
で
工
事
未
了
､
工
事
未
着
手
の
段
階
で
は

債
務
が
確
定
し
て
い
な
い
も
の
を
未
払
金
と
し
て
計
上
す
る

の
は
適
正
な
会
計
処
理
と
は
言
え
な
い
｡

業
務
委
託
契
約
書
第
17
条
に
は
｢委
託
期
間
満
了
後
に
委

託
料
を
精
算
し
､
余
剰
金
が
生
じ
た
と
き
は
､
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
規
定
さ
れ
て
お
り
､
期
間
満
了
時
(年

度
末
の
３
月
)
に
工
事
が
完
了
せ
ず
に
債
務
が
確
定
し
て
い

な
い
も
の
は
､
県
に
報
告
・
協
議
を
行
い
､
適
正
な
処
理
を

講
ず
る
べ
き
で
あ
る
｡

今
後
､
平
成
18
年
度
以
降
の
修
繕
工
事
等
に
つ
い
て
は
､

当
該
年
度
末
ま
で
に
完
了
す
る
よ
う
計
画
的
な
執
行
が
必
要

で
あ
る
｡

了
し
て
い
る
｡

児
童
環
境
づ
く
り
推
進
事
業

①
フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会
の
口
座
名
義

実
行
委
員
会
規
約
に
よ
り
実
行
委
員
会
の
事
務
局
は
当

財
団
が
な
り
経
理
事
務
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
実
行
委
員
会
の
使
用
す
る
普
通
預
金
口
座
名
義
が

財
団
の
担
当
職
員
の
名
義
と
な
っ
て
い
る
｡
実
行
委
員
会

の
口
座
名
義
は
実
行
委
員
会
委
員
長
の
名
義
に
す
べ
き
で

あ
る
｡

口
座
名
義
に
つ
い
て
は
､
平
成
19
年
２
月
１
日
に
実
行
委
員

会
委
員
長
の
名
義
に
変
更
し
た
｡

今
後
は
､
適
正
な
会
計
処
理
に
努
め
る
｡

財
団
資
産
運
用
規
定
と
の
関
係

①
運
用
規
程
第
５
条
(運
用
対
象
)
に
反
す
る
も
の
が
２

件
あ
っ
た
｡

第
５
条
(1
)基
本
財
産

ス
)
日
本
の
格
付
機
関
の
う
ち
１
社
以
上
､
か
つ
外

国
の
格
付
け
機
関
の
う
ち
１
社
以
上
が
､
長
期
債

務
に
つ
い
て
A
A
格
以
上
､
及
び
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス

ク
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
30
位
以
内
と
格
付
け
し
て
い

る
円
建
て
外
債
又
は
ユ
ー
ロ
円
債

16
年
４
月
購
入
債
券
日
本
A
+､
日
本
A
A
､
外
国
B
B
B
+

16
年
９
月
購
入
債
券
日
本
A
+､
日
本
A
A
､
外
国
A
-

と
も
に
格
付
A
A
は
日
本
の
格
付
機
関
１
社
の
み
で
規
程
に

該
当
し
な
い
｡

こ
の
債
券
に
つ
い
て
は
平
成
19
年
５
月
及
び
９
月
に
早
期

償
還
し
た
た
め
現
在
保
有
し
て
い
な
い
｡

今
後
は
､
運
用
規
程
に
沿
っ
た
適
切
な
資
産
運
用
に
努
め

る
｡

２
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社

県
営
住
宅
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
受
託
料
収
入

①
公
社
は
､
四
半
期
ご
と
に
業
務
報
告
書
を
県
に
提
出
し

て
い
る
が
､
そ
の
内
容
は
､
約
款
に
記
載
さ
れ
て
い
る
業

務
ご
と
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
｡

委
託
業
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
配
分
は
､
３
種
類

の
業
務
(県
営
住
宅
管
理
業
務
､
県
営
住
宅
保
全
業
務
､

県
営
住
宅
駐
車
場
整
備
業
務
)
そ
れ
ぞ
れ
の
予
算
の
範
囲

内
で
､
あ
る
程
度
公
社
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
､

各
約
款
業
務
ご
と
に
約
款
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
､
業
務
報
告
書
の
記

載
だ
け
で
は
履
行
内
容
が
明
ら
か
と
は
言
い
難
い
｡

平
成
18
年
度
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
伴
い
､
こ
れ
ま
で

の
委
託
業
務
は
指
定
管
理
業
務
と
維
持
修
繕
業
務
に
整
理
さ

れ
た
｡
維
持
修
繕
業
務
に
つ
い
て
は
､
平
成
18
年
度
か
ら
契
約
約

款
の
業
務
内
容
に
適
合
し
た
報
告
書
と
し
た
｡

ま
た
､
指
定
管
理
業
務
に
つ
い
て
も
平
成
20
年
度
か
ら
管

理
仕
様
書
の
内
容
に
適
合
し
た
業
務
報
告
書
に
な
る
よ
う
改

め
る
こ
と
と
し
た
｡

県
営
住
宅
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
工
事
費

①
Ａ
社
(松
崎
団
地
火
災
復
旧
工
事
)

17
年
10
月
に
外
部
工
事
を
､
18
年
１
月
に
内
部
の
復
旧
工

事
を
実
施
し
た
｡
内
部
の
工
事
と
外
部
の
工
事
の
間
に
２
～

平
成
19
年
８
月
に
｢火
災
住
戸
の
補
修
方
針
｣
を
策
定
し
､

火
災
発
生
後
､
緊
急
に
復
旧
す
る
工
事
(ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

復
旧
､
被
災
部
材
の
撤
去
等
)
と
一
定
の
放
置
期
間
を
経
て
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３
ヶ
月
の
時
間
差
を
何
故
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
に
つ
い
て
､
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
説
明
は
な
か
っ
た
｡

む
し
ろ
当
工
事
は
一
連
の
工
事
と
考
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
工

事
の
場
合
､
ど
の
工
事
が
緊
急
復
旧
工
事
に
含
ま
れ
る
の
か
､

ど
の
工
事
が
本
格
復
旧
工
事
な
の
か
の
区
分
を
明
確
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

Ｄ
社
(川
子
団
地
１
期
～
４
期
火
災
復
旧
工
事
)

こ
の
火
災
復
旧
工
事
は
､
１
期
２
期
工
事
は
１
つ
の
工
事

で
あ
り
､
３
期
４
期
の
工
事
は
１
つ
の
工
事
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
｡
し
か
も
結
果
と
し
て
同
一
の
業
者
に
発
注
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
に
､
２
つ
の
工
事
で
あ
る
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
３
期
４
期
工
事
分
を
随
意

契
約
と
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
｡
こ
の
ケ
ー
ス

の
場
合
も
､
ど
の
工
事
が
緊
急
復
旧
工
事
に
含
ま
れ
る
の
か
､

ど
の
工
事
が
本
格
復
旧
工
事
な
の
か
の
区
分
を
明
確
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

行
わ
れ
る
本
格
復
旧
工
事
(内
装
工
事
等
)
の
内
容
及
び
そ
の

時
期
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
｡

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
会
計
規
程
第
10
8条
(2
)に
よ
れ
ば
､

緊
急
復
旧
工
事
は
緊
急
性
を
要
す
る
工
事
の
た
め
､
随
意
契
約

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
､
今
後
規
程
に
沿
っ
た

適
切
な
契
約
に
努
め
る
｡

②
Ａ
社
(香
椎
浜
団
地

ご
み
置
き
場
補
修
工
事
/城
浜
団
地

外
壁
補
修
工
事
)

工
期
を
分
割
し
た
理
由
は
､
確
か
に
合
理
的
な
も
の
と

考
え
る
｡
が
し
か
し
､
工
期
を
分
割
す
る
こ
と
と
､
発
注

を
も
分
割
す
る
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
り
､
こ
の
ケ
ー
ス

は
一
連
の
工
事
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
｡
本

来
１
つ
の
工
事
を
２
つ
に
分
け
た
と
考
え
る
な
ら
ば
､
こ

の
取
り
扱
い
は
規
則
で
は
随
意
契
約
で
は
な
く
､
競
争
入

札
に
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡

Ｃ
社
(壱
岐
団
地
給
水
塔
外
部
補
修
工
事
)

工
事
を
し
た
図
面
を
見
て
み
る
と
実
際
の
｢剥
が
れ
｣

や
｢割
れ
目
｣
は
ピ
ン
ニ
ン
グ
工
事
を
し
よ
う
と
し
た
箇

所
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
､
一
目
す
れ
ば
ピ
ン
ニ
ン
グ
工
事

で
は
不
十
分
で
あ
る
と
専
門
家
で
あ
れ
ば
分
か
る
は
ず
で

あ
る
と
考
え
る
｡
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
工
事
を
別
も
の

と
考
え
る
の
で
は
な
く
､
地
震
に
伴
う
も
の
で
あ
り
福
岡

県
住
宅
供
給
公
社
会
計
規
程
第
10
8条
(2
)に
基
づ
き
､
１
つ

の
工
事
と
し
て
随
意
契
約
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
合
理
的
で
あ
る
｡

Ｆ
社
(鳥
飼
団
地

１
期
～
３
期

屋
外
配
水
管
配
管
替

工
事
／
板
付
団
地

１
期
～
３
期

屋
内
配
水
管

配
管
替
工
事
)

何
故
３
工
期
に
分
割
し
発
注
し
た
の
か
理
解
で
き
な
い
｡

Ｆ
社
に
つ
い
て
は
､
板
付
団
地
の
工
事
で
も
同
じ
よ
う
な

ケ
ー
ス
が
あ
る
｡

平
成
19
年
９
月
か
ら
補
修
工
事
に
つ
い
て
は
､
修
繕
箇
所

を
含
む
全
体
の
劣
化
状
況
等
の
調
査
を
行
い
､
工
事
の
緊
急

性
､
規
模
､
入
居
者
の
生
活
へ
の
影
響
な
ど
を
的
確
に
判
断

し
､
考
慮
し
た
補
修
計
画
を
立
て
､
適
切
な
工
事
発
注
を
行

う
よ
う
､
平
成
19
年
９
月
に
実
施
し
た
修
繕
等
の
発
注
業
務

見
直
し
担
当
者
会
議
で
周
知
､
徹
底
し
た
｡

３
(財
)福
岡
県
下
水
道
公
社

公
社
の
再
委
託
実
施
に
つ
い
て
報
告
書
未
提
出

①
前
年
度
と
再
委
託
先
が
同
じ
場
合
､
あ
ら
か
じ
め
報
告

書
(業
務
の
概
要
､
委
託
期
間
､
設
計
金
額
､
契
約
方
法

及
び
契
約
の
相
手
方
等
)
を
提
出
す
る
こ
と
で
事
前
協
議

は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
が
､
当
該
報
告
書
は
提
出
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
｡

平
成
18
年
度
に
委
託
契
約
書
を
改
正
し
､
前
年
度
と
再
委

託
先
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
､
県
に
事
前
協
議
を
行
わ
せ
る
こ

と
と
し
､
平
成
19
年
度
か
ら
再
委
託
に
合
理
性
が
あ
る
か
の

確
認
及
び
再
委
託
先
が
不
適
切
な
業
者
で
な
い
か
の
確
認
を

徹
底
し
た
｡
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再
委
託
の
事
前
承
認

①
下
請
の
利
用
に
つ
い
て
､
業
務
委
託
契
約
書
第
４
条
に

基
づ
く
事
前
承
認
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
､
今
後
再
委
託
が

行
わ
れ
る
場
合
は
事
前
承
認
を
行
う
よ
う
改
善
す
べ
き
で

あ
る
｡
特
に
本
委
託
業
務
は
１
社
の
み
の
随
意
契
約
で
あ
り
､

随
意
契
約
理
由
書
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
､
特
に
重
要
性
が

高
く
､
か
つ
専
門
的
な
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
再
委
託

が
行
わ
れ
る
場
合
で
も
適
切
に
業
務
が
行
わ
れ
る
よ
う
､

定
め
ら
れ
た
手
続
き
は
遵
守
す
べ
き
と
考
え
る
｡

平
成
19
年
度
に
事
前
承
認
の
様
式
を
定
め
､
業
務
委
託
契
約

書
第
４
条
に
基
づ
き
再
委
託
す
る
場
合
の
事
前
承
認
を
徹
底
さ

せ
､
公
社
に
お
い
て
現
行
の
業
務
体
制
及
び
業
務
内
容
に
つ
い

て
十
分
審
査
の
上
､
承
認
す
る
こ
と
と
し
た
｡


